
京都市告示第   号 

 地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき，次の者を京都市公金収

納受託者として，公の施設に係る公金の徴収事務を委託します。 

  平成２３年４月１日 

京都市長 門川 大作 

京都市公金収納受託者 委託をする徴収事務の内容 委託する期間 

社団法人京都保健衛生協

会 
京都市深草墓園の納骨料

平成２３年４月１日から

平成２７年３月３１日ま

で 

社団法人京都市老人クラ

ブ連合会 

京都市老人保養センター

の使用料 

財団法人京都市健康づく

り協会 

京都市健康増進センター

の手数料 

平成２３年４月１日から

平成２８年３月３１日ま

で 

社会福祉法人京都市社会

福祉協議会 

京都市市民活動総合セン

ター，京都市福祉ボラン

ティアセンター，京都市

長寿すこやかセンター及

び京都市景観・まちづく

りセンターの共用部分の

使用料（大会議室及び付

属設備に係るもののうち

後納分は除く） 

平成２３年４月１日から

平成２７年３月３１日ま

で 

（保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課） 

１８


